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原料費調整制度に基づく平成２６年４月のガス料金について  

 

平成２６年２月２７日 

北陸ガス株式会社 

 

北陸ガス株式会社は、「原料費調整制度」に基づいて平成２６年４月検針分に適用さ

れる従量料金単価の見直しを行いました。その結果、消費税法の改正（８％への税率

引き上げ）における経過措置により、ガスのご使用状況に応じて以下のとおりとさせ

ていただきます。 

 

平成２６年３月３１日以前から継続してガスをご使用の場合…消費税率５％を反映   

平成２６年３月検針分に比べて従量料金単価を、新潟地区は１㎥あたり２．４１円

(税込)、長岡地区、越路地区、三島地区・与板地区は１㎥あたり２．２９円(税込)、

三条地区、栃尾地区は１㎥あたり２．２３円 (税込)、それぞれ引き上げさせていただ

くこととなりました。 

新潟地区の標準的なご家庭※の場合では、平成２６年３月適用料金と比べて１カ月

あたり、１０１円（税込）の引き上げとなります。  

 

平成２６年４月１日以降にガスのご使用を開始した場合…消費税率８％を反映     

基準従量料金単価に対して、新潟地区は１㎥あたり１０．６２円(税込)、長岡地区、

越路地区、三島地区・与板地区は１㎥あたり１０．１０円(税込)、三条地区、栃尾地

区は１㎥あたり９．８４円 (税込)、それぞれ引き上げさせていただくこととなりまし

た。 

 

今回のガス料金の調整は、平成２５年１１月～平成２６年１月のＬＮＧおよびプロ

パン平均価格(貿易統計値)により算定された平均原料価格が、前期(平成２５年１０月

～１２月)より上がったことによるものです。 

 

また平成２６年４月１８日以降は、２月１３日に発表いたしましたとおり、「地球温

暖化対策のための税」の税率が引き上げられることに伴い、１㎥あたり０ .２０円  

（新潟地区の場合・税抜）引き上げさせていただきます。 

新潟地区の標準的なご家庭※の場合では、平成２６年４月１日から１７日までの適

用料金と比べて１カ月あたり、９円（税込）の引き上げとなります。  

 

平成２６年４月検針分に適用する料金につきましては、当社の本社および支社等の

店頭での掲示や、検針時に各戸にお届けする「ガス使用量のお知らせ（検針票）」等で、

あらかじめお知らせいたします。 

以 上

※新潟地区の標準的なご家庭：月間のガスご使用量が４２㎥のお客さま。 

 
  ＜お問い合わせ先＞ 

北陸ガス株式会社 

総合企画グループ 星野 

TEL 025-245-2214 



 2 / 7 

 

料 金 表 （平成２６年４月） 

 

● 供給約款料金(各月のご使用量に応じてＡ･Ｂ･Ｃ･Ｄいずれかの料金表が適用されます) 

平成２６年３月に適用される従量料金単価と比較した場合、１㎥あたり、新潟地区は    

２．４１円(税込)、長岡地区、越路地区、三島地区・与板地区は２．２９円(税込)、三条地区、

栃尾地区は２．２３円(税込)の引き上げとなります。 

なお、基準従量料金単価に対して、新潟地区では＋１０．３３円(税込)、長岡地区、越路地

区、三島地区・与板地区では＋９．８２円(税込)、三条地区、栃尾地区では＋９．５７円(税

込)調整して料金を算定いたします。 

また、平成２６年４月１８日より「地球温暖化対策のための税」の税率引き上げに伴い、   

基準従量料金単価を１㎥あたり０．１９～０．２１円（税込）引き上げさせていただきます。 

基本料金は変わりません。 

 
1. 新潟地区（45メガジュール／㎥）                         （税込） 

適用区分 月間使用量区分 基本料金 
従量料金（１㎥につき） 

4月 1～17日 4月 18日以降 

料金表Ａ 0㎥～18㎥まで   546.00円 152.45円 152.66円 

料金表Ｂ 18㎥超～93㎥まで   817.95円 137.82円 138.03円 

料金表Ｃ 93㎥超～325㎥まで   972.30円 136.18円 136.39円 

料金表Ｄ 325㎥超～ 3,133.20円 129.53円 129.74円 

 
2. 長岡地区、越路地区、三島地区・与板地区（43メガジュール／㎥）       （税込） 

適用区分 月間使用量区分 基本料金 
従量料金（１㎥につき） 

4月 1～17日 4月 18日以降 

料金表Ａ 0㎥～19㎥まで   546.00円 145.62円 145.82円 

料金表Ｂ 19㎥超～97㎥まで   817.95円 131.64円 131.84円 

料金表Ｃ 97㎥超～340㎥まで   972.30円 130.07円 130.27円 

料金表Ｄ 340㎥超～ 3,133.20円 123.72円 123.92円 

 
3. 三条地区、栃尾地区（42 メガジュール／㎥）                 （税込） 

適用区分 月間使用量区分 基本料金 
従量料金（１㎥につき） 

4月 1～17日 4月 18日以降 

料金表Ａ 0㎥～19㎥まで   546.00円 142.21円 142.41円 

料金表Ｂ 19㎥超～99㎥まで   817.95円 128.56円 128.75円 

料金表Ｃ 99㎥超～348㎥まで   972.30円 127.02円 127.22円 

料金表Ｄ 348㎥超～ 3,133.20円 120.82円 121.01円 

【ガス料金の計算式】 

１カ月のガス料金 ＝ 基本料金＋ガス使用量×従量料金単価 

（上記計算の結果、１円未満の端数が生じた場合は端数を切り捨てます） 

３月３１日以前から継続してガスをご使用の場合…税率５％による消費税相当額を含みます 
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標 準 家 庭 に お け る 影 響 
 

1. 新潟地区（45メガジュール／㎥の場合、税込） 

ご使用量 3月料金 
4月料金 

（17日まで） 

増減額 

① 

4月料金 

（18日以降） 

増減額 

② 

42㎥ 6,505円 6,606円 ＋101円 6,615円 ＋9円 

 

2. 長岡地区、越路地区、三島地区・与板地区（43メガジュール／㎥の場合、税込） 

ご使用量 3月料金 
4月料金 

（17日まで） 

増減額 

① 

4月料金 

（18日以降） 

増減額 

② 

43㎥ 6,380円 6,478円 ＋98円 6,487円 ＋9円 

 

3. 三条地区、栃尾地区（42メガジュール／㎥の場合、税込） 

ご使用量 3月料金 
4月料金 

（17日まで） 

増減額 

① 

4月料金 

（18日以降） 

増減額 

② 

45㎥ 6,502円 6,603円 ＋101円 6,611円 ＋8円 

※増減額①は原料費調整制度による調整額、増減額②は「地球温暖化対策のための税」の税率引

き上げに伴う引き上げ額です。 

※標準家庭のガスご使用量は、当社におけるご家庭１件・１カ月あたり平均（平成１８年度～ 

２２年度の５年間平均）に基づいております。 

 

平均原料価格と調整単位料金の算定について 
 

 
平成２５年１１月～ 

平成２６年１月原料価格 
平成２５年１０月～ 
１２月原料価格 

基準原料価格 

ＬＮＧ平均価格 
(貿易統計値) 

８５,３７０ 円／ｔ ８１,０８０ 円／ｔ ６６,１５０円／ｔ 

プロパン平均価格 
(貿易統計値) 

１０１,３４０ 円／ｔ ９２,２１０ 円／ｔ ６８,０２０円／ｔ 

平均原料価格 ５０,７６０ 円／ｔ ４７,９６０ 円／ｔ ３８,７００円／ｔ 

 

■平均原料価格の算定 

平均原料価格＝ＬＮＧ平均価格（平成 25年 11月～平成 26年 1月貿易統計値）×０.５２３９ 

＋プロパン平均価格（平成 25 年 11月～平成 26年 1 月貿易統計値）×０.０５９５ 

＝８５,３７０円／t×０.５２３９＋１０１,３４０円／t×０.０５９５ 

＝５０,７５５．０７３円／t 

↓（10円未満四捨五入） 

５０,７６０円／t 

 

■原料価格変動額の算定 

原料価格変動額＝平均原料価格－基準平均原料価格 

＝５０,７６０円／t－３８,７００円／t 

＝１２,０６０円／t   

↓（100円未満切捨て） 

１２,０００円／t  

３月３１日以前から継続してガスをご使用の場合…税率５％による消費税相当額を含みます 
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■調整額(１㎥あたり)の算定 

＜新潟地区＞ 

調  整  額＝原料価格変動額／１００円×０.０８２円×（１＋消費税率） 

＝１２,０００円／１００円×０.０８２円×１.０５ 

＝１０.３３２円／㎥ 

↓（小数点第３位以下の端数は切り捨て） 

１０.３３円／㎥ 

※原料価格変動額１００円につき従量料金単価を１㎥あたり０.０８６１円（０.０８２円に

１.０５（１＋消費税率）を乗じた値）調整します。 

上記計算の結果、 

●基準従量料金単価に対し、１㎥あたり＋１０.３３円(税込)調整します。 

●平成２６年３月に適用される従量料金単価と比較した場合、１㎥あたり２.４１円(税込)の

引き上げとなります。 

 

＜長岡地区、越路地区、三島地区・与板地区＞ 

調  整  額＝原料価格変動額／１００円×０.０７８円×（１＋消費税率） 

＝１２,０００円／１００円×０.０７８円×１.０５ 

＝９.８２８円／㎥ 

↓（小数点第３位以下の端数は切り捨て） 

９.８２円／㎥ 

※原料価格変動額１００円につき従量料金単価を１㎥あたり０.０８１９円（０.０７８円に

１.０５（１＋消費税率）を乗じた値）調整します。 

上記計算の結果、 

●基準従量料金単価に対し、１㎥あたり＋９.８２円(税込)調整します。 

●平成２６年３月に適用される従量料金単価と比較した場合、１㎥あたり２.２９円(税込)の

引き上げとなります。 

 

＜三条地区、栃尾地区＞ 

調  整  額＝原料価格変動額／１００円×０.０７６円×（１＋消費税率） 

＝１２,０００円／１００円×０.０７６円×１.０５ 

＝９.５７６円／㎥ 

↓（小数点第３位以下の端数は切り捨て） 

９.５７円／㎥ 

※原料価格変動額１００円につき従量料金単価を１㎥あたり０.０７９８円（０.０７６円に

１.０５（１＋消費税率）を乗じた値）調整します。 

上記計算の結果、 

●基準従量料金単価に対し、１㎥あたり＋９.５７円(税込)調整します。 

●平成２６年３月に適用される従量料金単価と比較した場合、１㎥あたり２.２３円(税込)の

引き上げとなります。 

 
 

  

３月３１日以前から継続してガスをご使用の場合…税率５％による消費税相当額を含みます 
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料 金 表 （平成２６年４月） 

 

● 供給約款料金(各月のご使用量に応じてＡ･Ｂ･Ｃ･Ｄいずれかの料金表が適用されます) 

４月分適用料金は、基準従量料金単価に対して、新潟地区では＋１０．６２円(税込)、   

長岡地区、越路地区、三島地区・与板地区では＋１０．１０円(税込)、三条地区、栃尾地区で

は＋９．８４円(税込)調整して料金を算定いたします。 

また、平成２６年４月１８日より「地球温暖化対策のための税」の税率引き上げに伴い、   

基準従量料金単価を１㎥あたり０．２０～０．２２円（税込）引き上げさせていただきます。 

基本料金は変わりません。 

 
1. 新潟地区（45メガジュール／㎥）                         （税込） 

適用区分 月間使用量区分 基本料金 
従量料金（１㎥につき） 

4月 1～17日 4月 18日以降 

料金表Ａ 0㎥～18㎥まで   561.60円 156.80円 157.02円 

料金表Ｂ 18㎥超～93㎥まで   841.32円 141.75円 141.96円 

料金表Ｃ 93㎥超～325㎥まで 1,000.08円 140.06円 140.28円 

料金表Ｄ 325㎥超～ 3,222.72円 133.23円 133.44円 

 

2. 長岡地区、越路地区、三島地区・与板地区（43メガジュール／㎥）       （税込） 

適用区分 月間使用量区分 基本料金 
従量料金（１㎥につき） 

4月 1～17日 4月 18日以降 

料金表Ａ 0㎥～19㎥まで   561.60円 149.78円 149.99円 

料金表Ｂ 19㎥超～97㎥まで   841.32円 135.40円 135.60円 

料金表Ｃ 97㎥超～340㎥まで 1,000.08円 133.78円 133.99円 

料金表Ｄ 340㎥超～ 3,222.72円 127.26円 127.46円 

 

3. 三条地区、栃尾地区（42 メガジュール／㎥）                 （税込） 

適用区分 月間使用量区分 基本料金 
従量料金（１㎥につき） 

4月 1～17日 4月 18日以降 

料金表Ａ 0㎥～19㎥まで   561.60円 146.27円 146.47円 

料金表Ｂ 19㎥超～99㎥まで   841.32円 132.22円 132.42円 

料金表Ｃ 99㎥超～348㎥まで 1,000.08円 130.65円 130.85円 

料金表Ｄ 348㎥超～ 3,222.72円 124.27円 124.47円 

【ガス料金の計算式】 

１カ月のガス料金 ＝ 基本料金＋ガス使用量×従量料金単価 

（上記計算の結果、１円未満の端数が生じた場合は端数を切り捨てます） 

 

 

４月１日以降にガスのご使用を開始した場合…税率８％による消費税相当額を含みます 
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標 準 家 庭 に お け る 影 響 
 

1. 新潟地区（45メガジュール／㎥の場合、税込） 

ご使用量 
4月料金 

（17日まで） 

4月料金 

（18日以降） 

増減額 

① 

42㎥ 6,794円 6,803円 ＋9円 

 

2. 長岡地区、越路地区、三島地区・与板地区（43メガジュール／㎥の場合、税込） 

ご使用量 
4月料金 

（17日まで） 

4月料金 

（18日以降） 

増減額 

① 

43㎥ 6,663円 6,672円 ＋9円 

 

3. 三条地区、栃尾地区（42メガジュール／㎥の場合、税込） 

ご使用量 
4月料金 

（17日まで） 

4月料金 

（18日以降） 

増減額 

① 

45㎥ 6,791円 6,800円 ＋9円 

※増減額①は「地球温暖化対策のための税」の税率引き上げに伴う引き上げ額です。 

※標準家庭のガスご使用量は、当社におけるご家庭１件・１カ月あたり平均（平成１８年度～ 

２２年度の５年間平均）に基づいております。 

 

平均原料価格と調整単位料金の算定について 
 

 
平成２５年１１月～ 

平成２６年１月原料価格 
平成２５年１０月～ 
１２月原料価格 

基準原料価格 

ＬＮＧ平均価格 
(貿易統計値) 

８５,３７０ 円／ｔ ８１,０８０ 円／ｔ ６６,１５０円／ｔ 

プロパン平均価格 
(貿易統計値) 

１０１,３４０ 円／ｔ ９２,２１０ 円／ｔ ６８,０２０円／ｔ 

平均原料価格 ５０,７６０ 円／ｔ ４７,９６０ 円／ｔ ３８,７００円／ｔ 

 

■平均原料価格の算定 

平均原料価格＝ＬＮＧ平均価格（平成 25年 11月～平成 26年 1月貿易統計値）×０.５２３９ 

＋プロパン平均価格（平成 25 年 11月～平成 26年 1 月貿易統計値）×０.０５９５ 

＝８５,３７０円／t×０.５２３９＋１０１,３４０円／t×０.０５９５ 

＝５０,７５５．０７３円／t 

↓（10円未満四捨五入） 

５０,７６０円／t 

 

■原料価格変動額の算定 

原料価格変動額＝平均原料価格－基準平均原料価格 

＝５０,７６０円／t－３８,７００円／t 

＝１２,０６０円／t   

↓（100円未満切捨て） 

１２,０００円／t  

４月１日以降にガスのご使用を開始した場合…税率８％による消費税相当額を含みます 
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■調整額(１㎥あたり)の算定 

＜新潟地区＞ 

調  整  額＝原料価格変動額／１００円×０.０８２円×（１＋消費税率） 

＝１２,０００円／１００円×０.０８２円×１.０８ 

＝１０.６２７２円／㎥ 

↓（小数点第３位以下の端数は切り捨て） 

１０.６２円／㎥ 

※原料価格変動額１００円につき従量料金単価を１㎥あたり０.０８８５６円（０.０８２円

に１.０８（１＋消費税率）を乗じた値）調整します。 

上記計算の結果、 

●基準従量料金単価に対し、１㎥あたり＋１０.６２円(税込)調整します。 

 

＜長岡地区、越路地区、三島地区・与板地区＞ 

調  整  額＝原料価格変動額／１００円×０.０７８円×（１＋消費税率） 

＝１２,０００円／１００円×０.０７８円×１.０８ 

＝１０.１０８８円／㎥ 

↓（小数点第３位以下の端数は切り捨て） 

１０.１０円／㎥ 

※原料価格変動額１００円につき従量料金単価を１㎥あたり０.０８４２４円（０.０７８円

に１.０８（１＋消費税率）を乗じた値）調整します。 

上記計算の結果、 

●基準従量料金単価に対し、１㎥あたり＋１０.１０円(税込)調整します。 

 

＜三条地区、栃尾地区＞ 

調  整  額＝原料価格変動額／１００円×０.０７６円×（１＋消費税率） 

＝１２,０００円／１００円×０.０７６円×１.０８ 

＝９.８４９６円／㎥ 

↓（小数点第３位以下の端数は切り捨て） 

９.８４円／㎥ 

※原料価格変動額１００円につき従量料金単価を１㎥あたり０.０８２０８円（０.０７６円

に１.０８（１＋消費税率）を乗じた値）調整します。 

上記計算の結果、 

●基準従量料金単価に対し、１㎥あたり＋９.８４円(税込)調整します。 

 

４月１日以降にガスのご使用を開始した場合…税率８％による消費税相当額を含みます 


